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   第 ４ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成28年９月28日(水曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時12分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成28年度熊本県一般会計補

正予算（第11号） 

議案第８号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

議案第28号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第51号 平成28年度熊本県一般会計補

正予算（第12号） 

報告第12号 一般財団法人熊本さわやか長

寿財団の経営状況を説明する書類の提出

について 

 報告第13号 公益財団法人熊本県総合保健

センターの経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第14号 公益財団法人熊本県移植医療

推進財団の経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第15号 公益財団法人熊本県生活衛生

営業指導センターの経営状況を説明す

る書類の提出について 

報告第39号 歯科保健対策の推進に関する

施策の報告について 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ① 平成２８年熊本地震からの復旧・復

興プランの改訂について 

  ② 「地域医療構想」の策定について 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 浦 田 祐三子 

        副委員長 増 永 慎一郎 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員  田 大 造 

        委  員 岩 本 浩 治 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 古 閑 陽 一 

       政策審議監 渡 辺 克 淑 

         医 監 迫 田 芳 生 

      長寿社会局長 本 田 充 郎 

 子ども・障がい福祉局長 松 永   寿 

        健康局長 立 川   優 

    健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

    健康危機管理課長 岡 﨑 光 治 

     高齢者支援課長 谷 口   誠 

認知症対策・ 

    地域ケア推進課長 松 尾 俊 司 

 社会福祉課長 吉 田 雄 治 

子ども未来課長 奥 山 晃 正 

   子ども家庭福祉課長 冨 永 章 子 

    障がい者支援課長 井 上 康 男 

医療政策課長 松 岡 正 之 

  国保・高齢者医療課長 髙 水 真守生 

健康づくり推進課長 坂 本 弘 一 

 薬務衛生課長補佐 稲 生 一 成 

病院局 

     病院事業管理者 永 井 正 幸 

      総務経営課長 清 原 一 彦 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 門 垣 文 輝 
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     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○浦田祐三子委員長 おはようございます。 

 ただいまから第４回厚生常任委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に３名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることにいたしまし

た。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いをいたし

ます。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、付託議案等について担当課長か

ら順次説明をお願いします。 

 初めに、古閑健康福祉部長。 

 

○古閑健康福祉部長 健康福祉部の古閑でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 健康福祉部関係の議案の説明に先立ちまし

て、健康福祉部における平成28年熊本地震へ

の対応につきまして御説明を申し上げます。 

 熊本地震の発生から５カ月がたちました。

この間、健康福祉部では、被災された方々の

痛みの最小化を図るため、被災者に寄り添っ

た支援に取り組んでまいりました。とりわ

け、応急仮設住宅とみなし仮設住宅を１万

3,000戸以上提供するなど、被災者の住まい

の確保も着実に進み、初期の対応から復旧、

復興へとステージが移行しております。 

 今後は、仮設住宅で生活する方はもとよ

り、被災者の皆様が安心して日常生活を送れ

るよう、見守り、生活支援、コミュニティー

の形成などを総合的に支援する地域支え合い

センターや、被災者の心のケアを行う熊本こ

ころのケアセンターなどを展開するととも

に、医療施設や社会福祉施設の災害復旧を加

速化するなど、被災者の一日も早い生活再建

と熊本の復興に全力で取り組んでまいりま

す。 

 また、今もなお避難所で生活されている方

々にも、引き続き、しっかりと寄り添った、

きめ細やかな支援に取り組んでまいります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案等の概要につきまして御

説明申し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係３議

案、条例等関係１議案、報告５件でございま

す。 

 まず、議案第１号平成28年度熊本県一般会

計補正予算についてですが、震災対応分で１

億1,100万円余の増額、通常事業分で１億

6,200万円余の増額を行い、総額２億7,400万

円余の増額となる補正予算をお願いしており

ます。 

 主な内容ですが、震災対応分では、保護施

設等の災害復旧についての助成や周産期医療

体制の緊急整備についての助成などの予算を

計上しております。通常事業分では、法改正

に伴う児童扶養手当の加算額の増分などの予

算を計上しております。 

 次に、議案第51号平成28年度熊本県一般会

計補正予算(追号)についてですが、先日の国

の経済対策に呼応するものとして、震災対策

分で73億6,900万円余の増額、通常事業分で

12億1,900万円余の増額を行い、総額85億

8,900万円余の増額となる補正予算をお願い

しております。 

 主な内容ですが、震災対応分では、申し込

みの状況を踏まえたみなし仮設住宅の追加確

保のための経費や生活福祉資金の貸付原資に

ついての助成などに係る予算を計上しており

ます。通常事業分では、２次救急医療施設の

耐震化整備等についての助成などに係る予算

を計上しております。 
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 また、議案第８号平成28年度熊本県一般会

計補正予算の専決処分及び承認についてです

が、震災対応分として252億2,200万円余の増

額となる補正予算を８月８日付で専決処分を

行いましたので、御報告として提案しており

ます。 

 主な内容ですが、災害救助法に基づくみな

し仮設住宅を追加で確保する経費や、市町村

が実施する救助に係る経費の支弁などの予算

を計上しております。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の平成28年度の予算総額は2,263億

800万円余となります。 

 次に、条例等関係についてですが、議案第

28号和解及び損害賠償額の決定に係る専決処

分の報告及び承認について提案をしておりま

す。 

 また、報告関係につきましては、報告第12

号一般財団法人熊本県さわやか長寿財団の経

営状況を説明する書類の提出について外４件

を御報告させていただきます。 

 このほか、その他報告事項として、平成28

年熊本地震からの復旧・復興プランの改訂と

地域医療構想の策定について御報告させてい

ただくこととしております。 

 以上が今回提出しております議案の概要で

ございます。詳細につきましては、関係課長

が説明いたしますので、よろしくお願いをい

たします。 

 

○浦田祐三子委員長 次に、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 平成28年度９月補正予算関係について御説

明申し上げます。 

 説明資料の分厚いほうです。予算及び条例

等関係と書いてありますほうの資料の９ペー

ジをお開きください。よろしいでしょうか。 

 説明をさせていただきます。 

 まず、通常分から御説明します。 

 社会福祉総務費でございます。今回の補正

では、1,200万円余をお願いしております。 

 説明欄をお願いします。 

 １の民生委員費でございますが、200万円

余を計上しており、民生委員、児童委員の活

動に伴う費用弁償の増額です。費用弁償の年

額は、地方交付税措置額と同額としておりま

す。今年度から交付税措置額が増額されたこ

とに合わせて、今回増額をお願いするもので

す。 

 次に、２の地域福祉振興費のくまもと型地

域福祉推進事業でございますが、900万円余

を計上しており、これについては、第３期熊

本県地域福祉支援計画に基づき、地域の縁が

わの普及促進と活動内容の充実、市町村にお

ける地域の見守り体制構築の支援等に要する

経費でございます。 

 次に、３の社会福祉諸費の外国人介護福祉

士候補者受入施設学習支援事業でございます

が、12万円余を計上しております。国の経済

連携協定、ＥＰＡに基づき受け入れた外国人

介護福祉士候補者に対し、介護施設が学習支

援を行う経費に関する助成でございます。今

年度新たに、フィリピンから２名を受け入れ

る施設に対して助成を行うものでございま

す。 

 続きまして、予算関係追号のほう、薄い資

料のほうをお開きいただいてよろしいでしょ

うか。 

 説明資料２ページをお願いします。よろし

いでしょうか。 

 まず、追号・震災分から御説明します。 

 説明欄をお願いいたします。 

 １の災害救助対策費のうち、災害救助事業

でございますが、熊本地震による災害に対し

て災害救助法に基づき実施した応急救助に係

る費用でございます。今回、追号分として59

億円余を計上しております。内容は、みなし
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仮設住宅5,000戸分を追加するものです。 

 続いて、同じ資料の７ページをお願いいた

します。 

 追号・通常分を御説明いたします。 

 社会福祉総務費7,500万円余を計上してお

ります。 

 説明欄をお願いいたします。 

 １の社会福祉諸費の(1)介護福祉士修学資

金等貸付事業費補助(平成28年国経済対策分)

でございます。7,100万円余を計上してお

り、再就職を支援するための就職準備金の貸

し付けを実施する団体に対しまして貸付原資

等の助成を行うものです。昨年度の国の経済

対策により新設されました再就職準備金の上

限額20万円が、今回の国の経済対策により40

万円に引き上げられたことなどによる増額を

お願いするものでございます。 

 次に、(2)介護福祉士修学資金等貸付事業

費補助(県負担分)でございます。これは、

(1)の国の負担、いわゆる(1)と合わせて、県

費を貸付原資として投入するものでございま

す。その負担割合は、国が10分の９、県が10

分の１という負担割合になっております。 

 続きまして、８月専決予算について御説明

いたします。 

 先ほどの、申しわけないんですが、また分

厚いほうに戻っていただきまして、20ページ

をお願いしたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

 社会福祉総務費でございます。４億9,900

万円余を計上しております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 １の社会福祉諸費の社会福祉施設等に対す

る応援職員派遣体制構築事業でございます。

1,300万円余を計上しており、社会福祉施設

等に対する県外からの応援職員の派遣調整を

行うコーディネーターの設置に関する経費に

ついて助成を行うものです。これにつきまし

ては、６月補正予算でも県社協分について計

上させていただきましたが、今回は、日本介

護福祉士会のコーディネーターについて追加

するものでございます。 

 次に、地域支え合いセンター設置・運営支

援事業でございます。４億8,500万円余を計

上しており、被災者の見守りや生活再建等を

総合的に支援する地域支え合いセンターの設

置、運営の支援を行うものでございます。 

 続きまして、同じ資料の21ページをお願い

いたします。 

 災害救助費でございます。246億円余を計

上しております。 

 説明欄をお願いいたします。 

 １の災害救助対策費の災害救助事業でござ

いますが、みなし仮設住宅6,000戸の追加、

市町村による救助に要する経費の支弁等でご

ざいます。 

 なお、災害救助事業につきましては、４月

専決、６月補正、８月専決、９月補正と、４

回にわたり予算を計上させていただきまし

た。それにつきましては、別冊と申します

か、別紙のＡ４、１枚で今回資料を提出させ

ていただいています。 

 こちらのほうを見ていただきますと、例え

ば応急仮設につきましても、４月専決では

2,100戸だったものが、６月補正で2,500戸を

追加いたしまして、現在のところは4,600戸

分の予算を確保させていただいています。 

 次に、みなし仮設につきましては、４月専

決で2,100戸、６月補正で1,500戸、８月専決

で6,000戸、９月補正で5,000戸、１万4,600

戸を計上させております。先ほど、部長の冒

頭の説明にありましたように、みなし仮設に

つきましても、昨日で約１万戸の申し込みが

あり、応急仮設につきましては、３千数百戸

が完成をしておりまして、約１万3,000戸の

仮設住宅の確保が、こういう予算を用いまし

てさせていただいているところでございま

す。 

 災害救助については、的確な時期にちゅう

ちょなく行う必要がありましたので、数次に



第４回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（平成28年９月28日) 

 - 5 - 

わたり予算計上を行わせていただきました。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 こちらは９月補正の震災分でございます。 

 環境整備費といたしまして1,045万5,000円

を計上させていただいております。これは、

県の動物管理センターにおいて収容しており

ます被災ペットの適切な飼育管理を行うため

に必要な屋外施設の整備や医薬品の購入など

に要する経費でございます。 

 続きまして、10ページをお願いいたしま

す。 

 こちら、９月補正の通常分でございます。 

 まず、公衆衛生総務費でございますが、肝

炎対策費といたしまして1,253万8,000円を計

上いたしております。これは、熊本大学に設

置しております肝疾患センターが行います肝

疾患に関する相談、各種普及啓発活動に要す

る経費についての補助事業でございます。 

 次に、予防費でございますが、感染症予防

費といたしまして1,159万3,000円を計上して

おります。これは、感染症蔓延防止のため

に、簡易陰圧装置を整備いたします感染症指

定医療機関３病院、それから、新型インフル

エンザの発生に備え、個人防護具を整備いた

します医療機関に対する助成でございます。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 こちらは専決処分でございます。 

 宇土市にございます県の保健環境科学研究

所及び菊池市にございます食肉衛生検査所に

おきまして、今回の熊本地震により、食品の

検査機器、それから顕微鏡等が故障いたしま

して使用できなくなっております。その更新

費用といたしまして1,863万6,000円を専決処

分させていただいております。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 説明欄の１、高齢者福祉対策費の新規事

業、介護職員参入支援事業につきましては、

介護に従事する者が介護職員初任者研修を受

講する際の受講料について助成を行うもので

ございます。介護施設等に就業後間もない時

期の職員に対し、施設等が当該研修を受講さ

せる場合に、その受講費に対し補助を行うも

ので、介護未経験者の介護職への参入促進、

職場への定着を図ることを目的とするもので

ございます。被災の大きかった地域でありま

す上益城、阿蘇、熊本、菊池、宇城の各地域

内の施設等には、８万円を上限とした受講料

に対し全額補助を、その他の地域の施設等に

は２分の１の補助を予定しております。財源

は、地域医療介護総合確保基金(介護分)を活

用いたします。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 ９月補正予算通常分でございます。 

 老人福祉費で657万円の増額補正をお願い

しております。 

 説明欄の１、高齢者福祉対策費の新規事

業、介護アシスタント育成事業につきまして

は、介護施設への介護補助職、これを介護ア

シスタントと呼んでおりますが、この導入に

係る取り組みに要する経費について助成を行

うものでございます。 

 介護施設において、介護の周辺業務である

食事の配膳、ベッドメイク、清掃等に従事し

ます介護アシスタントを導入し、介護福祉士

等の介護の専門職が本来の介護業務に専念で

きる環境を築くことで、介護現場の環境改

善、職員の定着、アシスタント業務の介護現

場への普及を目的とする事業でございます。

この事業に取り組みます介護関係施設、団体
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への補助により実施を予定しております。財

源は、地域医療介護総合確保基金(介護分)を

活用いたします。 

 続きまして、資料がかわりまして、予算関

係追号のほうをお願いいたします。 

 こちらの３ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算、追号の震災分でございます

が、民生施設補助災害復旧費で１億円の増額

補正をお願いしております。 

 説明欄の１、社会福祉施設災害復旧費の新

規事業、(1)の老人福祉施設等設備災害復旧

事業につきましては、熊本地震により被災を

しました老人福祉施設、介護サービス事業

所、介護保健施設等の事業再開に要する経費

について助成を行うものてございます。補助

対象経費は、利用者の送迎用車両やパソコ

ン、机等の事務経費等へ定額の補助を予定し

ております。財源は、全額国庫支出金でござ

います。 

 その下の(2)の老人福祉施設等災害復旧事

業につきましては、６月の補正予算で承認を

いただきました老人福祉施設等の復旧に要す

る経費について助成を行うものでございます

が、今回の国庫補助率のかさ上げに伴います

国庫支出金の増額及び調査への減額による財

源更正でございます。 

 以上、高齢者支援課の９月補正予算といた

しましては、合計１億1,400万円余の増額補

正をお願いしております。 

 続きまして、報告事項につきまして御説明

を申し上げます。 

 資料は、また説明資料のほうにお戻りをい

ただきまして、分厚いほうの資料でございま

すが、27ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 報告第12号一般財団法人熊本さわやか長寿

財団の経営状況を説明する書類の提出につい

てでございます。 

 次の28ページをお開きください。 

 報告第12号一般財団法人熊本さわやか長寿

財団の経営状況の概要についてにより説明を

させていただきます。 

 まず、１の財団の概要でございますが、

(1)の設立年月日は平成３年11月１日でござ

います。平成25年４月には、さきの公益法人

制度改革によりまして一般財団法人に移行を

しております。 

 (2)の設立の目的でございますが、当法人

は、高齢者の積極的な社会活動の促進を図る

ための生きがいと健康づくりに関する事業を

行い、活力を持ちながら長寿を喜べる社会の

実現に寄与することを目的としております。 

 (3)の主な出捐者は、県、市町村、民間企

業等でございます。ちなみに、総額で５億

2,000万円余の出捐をいただいており、その

うち、３億円が県からの出捐でございます。 

 次に、２の平成27年度事業報告、主なもの

でございます。 

 主な事業を３つ挙げております。 

 １つ目は、熊本さわやか大学校の開校につ

きましては、高齢者の生きがい再発見等や高

齢社会のリーダーの育成を目的として実施を

しており、平成27年度は、129名の方が御卒

業をされております。 

 ２つ目のシルバースポーツ交流大会の開催

につきましては、高齢者の健康増進や生きが

いづくり促進のために実施をしており、平成

27年度は、2,008名の方々の参加がございま

した。また、全国健康福祉祭の予選会も兼ね

ており、山口県に140名の選手団を派遣して

おります。 

 ３つ目の高齢者に関する職業紹介事業につ

きましては、県総合福祉センター及び各地域

振興局に高齢者無料職業紹介所を開設し、ハ

ローワークと連携し、高齢者の方々の能力に

応じた職業紹介を実施いたしました。平成27

年度は、434名の方の就職に結びつけており

ます。 

 続きまして、３の平成27年度決算の概要に

ついて御説明をいたします。 
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 (1)の経常収益につきましては6,949万円余

となっており、前年度に比べ696万円余の減

収となっております。経常収益の主なもの

は、県からの補助金が4,567万円余、同じく

県からの委託料収入が1,007万円余となって

おります。 

 それに対し、(2)の経常費用は7,526万円余

となっており、経費節減の努力により、前年

度に比べ304万円余の減となっております。 

 結果としまして、(3)の当期経常増減額は

577万円余のマイナスとなっております。 

 ここで少し補足をさせていただきます。 

 平成27年度決算におきましては、このよう

に577万円余の赤字となっておりますが、当

財団におきましては、基本財産とねんりんピ

ック基金を合わせた正味財産が約６億円程度

ございまして、直ちに財団運営に支障を及ぼ

す状況ではございません。ただ、当財団で

は、平成25年度の一般財団法人への移行以

来、事業見直し、経費節減等を行いながら、

収支均衡を図る工夫を行ってきております

が、現時点では、まだ十分軌道に乗っていな

い状況にございます。このため、現在財団で

実施されている事業の中には、事業効果等の

観点から、見直し等の検討が必要と思われる

ものもあり、県といたしましては、今後も、

財団に対しまして、引き続き、事業の見直

し、経費節減の努力を求め、安定的に収支均

衡が図られるよう助言、指導を行ってまいり

たいと考えております。 

 補足説明は以上でございます。 

 次に、４の平成28年度事業計画の主なもの

についてでございますが、おおむね昨年度と

同様の事業を予定しております。 

 最後に、５の平成28年度予算の概要につい

てでございますが、(1)の経常収益は6,280万

円余となっており、(2)の経常費用も同額と

なっております。 

 予算の執行に当たりましても、より一層効

率的な執行と適切な運営が行われますよう助

言、指導に努めてまいります。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松尾認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算震災分でございます。 

 老人福祉費で1,012万2,000円の増額補正を

お願いしております。 

 説明欄の１、高齢者福祉対策費の(1)認知

症サポーター見守り体制等推進事業災害分に

つきましては、認知症サポーターが、熊本地

震の被災地において、サロン活動など、認知

症高齢者等の支援活動に要する経費について

助成するものでございます。 

 次に、下段の(2)認知症疾患医療センター

運営事業(災害分)でございます。これは、認

知症疾患医療センターで行う、被災しました

認知症高齢者等に対します専門医療相談や関

係市町村等との連絡会議等に要する経費でご

ざいます。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 ９月補正予算通常分でございます。 

 老人福祉費で803万7,000円の増額補正をお

願いしております。 

 説明欄の１、高齢者福祉対策費の権利擁護

人材育成事業につきましては、市町村が行う

成年後見制度利用促進体制の構築、市民後見

人等養成及び法人後見の広域化の検討会など

に要する経費について助成するものでござい

ます。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課は、９

月補正予算として1,815万円余の増額補正を

お願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 
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 民生施設補助災害復旧費で3,249万円をお

願いしております。 

 内容は、被災した救護施設の復旧経費の助

成でございます。対象施設は２施設でござい

ます。 

 次に、予算関係追号の説明資料のほうをお

願いいたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 震災分として、社会福祉総務費で９億

2,666万7,000円の増額補正をお願いしており

ます。 

 内容は、今般の熊本地震に伴い、熊本県社

会福祉協議会が生活福祉資金において住宅改

修等を図る特例貸し付けを行っておりますけ

れども、その貸付原資を助成するものでござ

います。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 通常分として、社会福祉総務費で60万

7,000円の増額補正をお願いしております。 

 内容は、消費税増税に伴う低所得者を対象

とした臨時福祉給付金の支給事務に要する経

費でございます。 

 下段の生活保護総務費につきましては、

135万円の増額補正をお願いしております。 

 内容は、先般の障害者施設での事件を受

け、救護施設の防犯対策のため、防犯カメラ

の設置等に要する経費について助成を行うも

のでございます。 

 最後に、専決処分の報告及び承認について

御説明いたします。 

 もう一度、追号ではないほうの説明資料の

ほうをお願いいたします。その23ページをお

願いいたします。 

 生活保護総務費で3,723万1,000円の増額補

正を計上しております。 

 内容につきましては、まず、(1)の総合相

談支援事業につきましては、生活困窮に陥っ

た被災者に対し、生活再建に向けた自立支援

プラン策定を行う相談員の増員等に要する経

費でございます。本事業は、県社協のほうに

委託して実施しておりまして、被災地域の町

村社協における相談員の増員等を計上してお

ります。 

 (2)の自立支援プラン推進事業につきまし

ては、(1)で策定した自立支援プランに基づ

き家計相談支援等を行っておりますけれど

も、その支援員の増員等に要する経費でござ

います。 

 この２つの事業につきましては、被災した

生活困窮者の生活再建に向け相談支援体制の

充実を図るため、８月専決で計上させていた

だいたところでございます。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○奥山子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、震災分の補正予算について御説明い

たします。 

 児童福祉総務費といたしまして180万円余

の増額をお願いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 新規事業といたしまして、災害時の子ども

の心のケア研修事業を創設しております。こ

れは、保育士や放課後児童支援員、保健師等

に対して子供の心のケア研修を実施するため

の経費で、全額国庫補助事業でございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 通常分の補正予算を御説明いたします。 

 児童福祉総務費といたしまして1,160万円

余の増額をお願いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 新規事業として、くまもと結婚応援市町村

連携推進事業を創設しております。これは、

市町村との連携会議の開催や市町村とともに

婚活イベントに取り組む団体等への補助、県

全体での機運醸成など、市町村とともに、結

婚を望む方の結婚活動を応援していくための

経費でございます。 
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 下段に参ります。 

 公衆衛生総務費といたしまして720万円余

の増額をお願いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 (1)の不妊対策事業は、男性向け特定不妊

治療に要する費用についての助成を行うもの

でございます。 

 (2)の熊本型早産予防対策事業は、妊婦に

対して産科と歯科の検診を追加で実施するな

ど、産科、歯科、行政が協働して取り組む早

産予防対策を実施するための経費です。 

 次に、追号のほうの５ページをお願いいた

します。 

 民生施設補助災害復旧費といたしまして１

億7,000万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 これは、熊本地震により被災した児童福祉

施設等の復旧に要する費用について、新たに

設備整備に関する費用を災害復旧費補助金の

対象に加えることとされましたので、その分

を計上するものでございます。全額国庫補助

事業でございます。 

 最後に、９ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費といたしまして3,530万円

余の増額をお願いしております。これは、国

の経済対策により、保育士確保のための修学

資金貸付等事業に関する貸付範囲や貸付額が

拡大されたことに伴い、国と県負担の増額分

について計上するものでございます。 

 以上、子ども未来課として、一般と追号合

わせまして、震災分１億7,180万円余、通常

分5,420万円余の合計２億2,600万円余の増額

をお願いしております。 

 子ども未来課は以上です。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨永子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 資料の７ページをごらんください。 

 震災分といたしまして、民生施設補助災害

復旧費1,800万円余をお願いしております。

  右の説明欄をごらんください。 

 児童福祉施設災害復旧費1,883万7,000円で

ございます。これは、地震により被災いたし

ました県立清水が丘学園の体育館及び児童棟

の補修工事をするものでございます。 

 続きまして、資料の14ページをごらんくだ

さい。 

 ９月補正通常分といたしまして、まず、上

段でございます。児童福祉総務費といたしま

して30万円余をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 児童健全育成費といたしまして、虐待のな

い地域・人づくり事業37万3,000円をお願い

しております。これは、主に児童虐待を担当

する市町村職員向けの研修に係る経費でござ

います。 

 下の段をごらんください。 

 母子福祉費といたしまして3,700万円余を

お願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 １、児童扶養手当支給事業費としてお願い

しておるところでございます。これは、児童

扶養手当につきまして、今般法律が改正され

まして、支給額の加算がありました。支給加

算の内容といたしましては、第２子以降の加

算金がございまして増額されましたので、こ

の分について補正のお願いをしておるところ

でございます。 

 では、続きまして、資料、追号分のほうを

ごらんください。 

 予算関係追号分の10ページをごらんくださ

い。 

 まず、上段でございます。児童措置費とし

て180万円の補正額をお願いしているところ

でございます。 

 右の説明欄をごらんください。 

 １、児童扶助費として財源更正をお願いし

ております。 
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 (1)児童養護施設等及び里親委託に係る措

置費、(2)県に係る母子生活支援施設等運営

費の支弁といたしまして、財源更正をさせて

いただいております。これは、児童養護施設

や里親に児童の養育を委託した際に、措置費

として、保護者から所得に応じた負担金をい

ただいております。しかし、地震の被災者に

対しまして負担金の免除をしていただくとい

うことで、その免除については国が全額補塡

するということとなりました。そのため、特

定財源のところのその他の欄に上がっており

ます保護者の負担額を減らしまして、国の支

出金につけかえさせていただいておるところ

でございます。 

 続きまして、同じ児童措置費の２番、説明

の欄をごらんください。 

 清水が丘学園費として180万円をお願いし

ております。これは、今回の国の経済対策に

上げられました防犯対策強化事業でございま

して、児童福祉施設等の非常通報装置、防犯

カメラ装置等の安全対策に要する経費として

お願いしているところでございます。 

 次に、下の段をごらんください。 

 児童福祉施設費といたしまして1,300万円

余をお願いしているところでございます。 

 右の説明欄をごらんください。 

 １、児童一時保護所費といたしまして、同

じく180万円をお願いしておるところです

が、これは、先ほど申し上げました清水が丘

学園と同様に、児童養護施設の防犯対策費と

してお願いしているところでございます。 

 次の下の段をごらんください。 

 ２、民間施設運営費補助1,215万円でござ

いますが、こちらにつきましても、児童養護

施設等の防犯対策強化事業といたしまして要

求しているところでございます。県所管の児

童養護施設等９施設分の防犯対策費として助

成するものでございます。 

 子ども家庭福祉課といたしまして、以上で

ございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○井上障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 ９月補正予算の通常分について説明いたし

ます。 

 説明資料、予算及び条例等関係の15ページ

をお願いいたします。 

 民生施設単県災害復旧費で666万3,000円の

増額をお願いしております。 

 説明欄の１、社会福祉施設災害復旧費の希

望の里敷地等災害復旧事業ですが、これは、

６月の大雨によりまして、宇城市松橋町にあ

ります障害者関係施設等が数多く立地します

希望の里の敷地で土砂崩れが発生しましたこ

とから、その復旧に要する経費でございま

す。 

 続きまして、追号の災害分について説明い

たします。 

 説明資料、予算関係追号の６ページをお願

いいたします。 

 民生施設補助災害復旧費で２億7,100万円

余の増額をお願いしております。 

 説明欄の１、障がい者福祉施設災害復旧費

につきましては、熊本地震からの復旧経費で

ございます。 

 (1)の障がい者福祉施設災害復旧事業は、

障害者福祉施設の復旧に要する助成で、国庫

補助率のかさ上げ等に伴いまして１億8,100

万円余の増額及び財源更正を、(2)の障がい

者福祉施設設備災害復旧事業は、障害者福祉

施設の設備、備品等の復旧に要する経費に対

する助成を新規でお願いするものでございま

す。 

 次に、追号の通常分について説明いたしま

す。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 障害者福祉費で９億4,900万円余の補正を

お願いしております。 

 説明欄の１、障害者福祉施設整備に要する
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助成を、平成28年度の経済対策分として新規

でお願いするものでございます。内容は、障

害者支援施設の耐震化改築分、１施設４億97

0万円、防犯カメラの設置等障害者支援施設

等の安全対策分、400カ所５億4,000万円でご

ざいます。 

 続きまして、専決処分の報告及び承認につ

いて説明いたします。 

 予算及び条例等関係の資料24ページをお願

いいたします。 

 精神保健費で4,856万7,000円を計上してお

ります。 

 説明欄の１、精神保健費の(1)自殺予防相

談支援等事業は、熊本地震の発生に伴いまし

て、県の精神保健福祉センターの自殺予防相

談事業の充実を図るための経費でございま

す。 

 (2)のこころのケアセンター運営事業は、

熊本地震の被災者に対する中長期的な心のケ

アを行う拠点となります熊本こころのケアセ

ンターの設置及び運営に要する経費でござい

ます。こころのケアセンターは、県の精神保

健福祉センター内に設置し、運営を精神病院

などが加盟する公益社団法人熊本県精神科協

会に委託することとしておりまして、10月中

の業務開始を目指して準備を進めておりま

す。 

 次に、下段の民生施設補助災害復旧費で

795万7,000円を計上しております。 

 説明欄の１、障がい者福祉施設災害復旧費

のこども総合療育センター施設災害復旧事業

ですけれども、これは、熊本地震によりまし

て、同センターの施設及び設備等の災害復旧

に要する経費でございます。 

 いずれの事業につきましても、一刻も早い

被災者に対する心のケア及び設備等の復旧に

必要な予算として、８月に専決処分により計

上させていただいたところです。 

 以上、御報告申し上げます。 

 続きまして、説明資料の25ページをお願い

いたします。 

 和解及び損害賠償額の決定について説明い

たします。 

 次のページで説明をいたします。 

 平成28年５月19日に熊本県こども総合療育

センターの敷地内で発生しました職員の刈り

払い機による除草作業中の飛び石による車両

破損事故につきまして、和解及び損害賠償額

の決定の専決処分を行っております。 

 県の過失割合は100％、損害賠償額は４万

6,008円でございます。 

 今後の事故防止のため、作業場所近くには

車を駐車させない、あるいは防護ネットを高

くするなどの対策をとっているところでござ

います。 

 障がい者支援課の説明は以上でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 同じ資料の、ページ戻りまして、８ページ

をお願いいたします。 

 震災分の予算を御説明いたします。 

 公衆衛生総務費で2,925万円余の増額をお

願いしております。 

 １の医師確保総合対策事業は、震災の影響

による幹線道路の不通などで通勤、帰宅が困

難となりました医療従事者の宿泊費等を負担

する医療機関に対する助成でございます。本

事業は、阿蘇医療圏の医療機関を対象に実施

する予定にしております。 

 ２、母子医療対策費の新規事業ですが、周

産期医療体制緊急整備事業は、総合周産期母

子医療センターであります熊本市民病院が被

災したことから、県内の周産期医療体制を緊

急的に確保するために、他の周産期母子医療

センターが行います必要な設備整備に対する

助成でございます。 

 ページを飛びまして、16ページをお願いい
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たします。 

 通常分の主なものを説明いたします。 

 上段の医務費で909万円の増額をお願いし

ております。 

 医科歯科連携訪問歯科診療用機器整備事業

は、歯科のない病院等において歯科医師会と

協力して行います訪問診療に必要な歯科診療

機器に対する助成でございます。 

 下段の保健師等指導管理費では、1,793万

円余をお願いしております。 

 説明欄２、新規事業ですが、新人看護職員

等受入研修支援事業は、他の病院の新人看護

職員を受け入れて研修を行います医療機関に

対しての助成でございます。 

 以上、通常分は、合計で2,702万円余の補

正をお願いしております。 

 資料かわりまして、予算関係追号、別冊で

すが、12ページ、最終ページをお願いいたし

ます。 

 公衆衛生総務費で１億4,144万円余をお願

いしております。 

 １、保健医療推進対策費の医療施設等施

設・設備整備費は、２次救急医療施設の耐震

化や重症の小児救急患者を24時間態勢で受け

入れる小児救急医療拠点病院の設備整備等に

対する助成でございます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂本健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 資料は、予算、条例関係のほうをお願いい

たします。 

 資料の17ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費でございます。 

 右の説明欄、１の健康づくり推進費で

2,127万4,000円の増額をお願いしておりま

す。 

 (1)のがん診療施設設備整備事業は、がん

診療の充実を図るための医療機器等の整備

で、５病院に対する助成、(2)は、施設の整

備に対する助成で、対象は１病院でございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の30ページをお願いいた

します。 

 報告第13号公益財団法人熊本県総合保健セ

ンターの経営状況の説明でございます。 

 まず、１、財団の概要でございます。 

 同センターは、昭和60年に財団法人熊本県

成人病予防協会として設立され、平成17年に

財団法人熊本県総合保健センターに名称を変

更後、平成24年４月に公益財団法人へ移行し

ました。所在地は、熊本市東区東町となって

おります。 

 県民の健康向上に寄与することを目的とし

て、健康診断及び検診、保健指導や普及啓発

等の事業を実施しております。現理事長は福

田稠県医師会会長、職員数は149名でござい

ます。 

 続きまして、２、平成27年度事業報告で

す。 

 (1)保健事業の確実な遂行につきまして

は、効果的な受診勧奨など健診の効率化に取

り組み、地域保健、職域保健、学校保健のい

ずれの事業におきましても、計画を上回る実

績を達成いたしました。 

 (2)新たな保健衛生施策等への対応につい

ては、平成27年度施行されました事業所での

ストレスチェック制度の義務化や全国がん登

録制度への移行について円滑な事業運営を行

いました。 

 (3)健診サービスの向上については、検査

装置等の更新やコンシェルジュの導入により

効果的な受診者サービスを提供いたしまし

た。 

 続きまして、３、平成27年度決算でござい

ます。 

 収入額の合計である経常収益の合計は19億

5,890万余、主なものとしては、保健事業収
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益の19億3,900万余でございます。支出につ

いては、経常費用計が18億9,980万余、当期

経常増減額が5,903万余でございます。 

 なお、公益法人の会計基準では、原則黒字

を出してはいけないという収支相償という原

則がございますが、この黒字部分につきまし

ては、今年度、胃内視鏡室の整備等、公益目

的の事業に投資するということにしておりま

して、適正に処理される予定でございます。 

 続きまして、４、平成28年度の事業計画で

ございます。 

 おおむね昨年度と同様の事業計画を予定し

ており、県民の健康づくりに向けて保健事業

の充実に努めてまいります。 

 ５、28年度予算ですが、収益、費用とも18

億9,840万円余と、おおむね昨年度と同規模

の予算額により事業を実施する予定としてお

ります。 

 今後とも、一層効率的、効果的かつ公益法

人として適切な運営が行われますよう指導に

努めてまいります。 

 続きまして、説明資料の35ページをお願い

いたします。 

 資料35ページは、報告第39号歯科保健対策

の推進に関する施策の報告です。 

 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例の

第15条の規定により報告するものです。 

 事業の内容につきましては、37ページ以降

により説明をさせていただきます。 

 37ページをごらんください。 

 まず、熊本県の歯科保健の現状についてで

す。 

 (1)の子供の歯の状況ですが、１歳６カ月

児の虫歯の保有率は、全国で44位。３歳児と

12歳児についても、全国順位は、それぞれ42

位、45位という状況でございます。 

 (2)の成人の歯の状況及び(3)の高齢者の歯

の状況ですが、これも全国と比べるとやや悪

い状況となっております。 

 (4)の市町村のフッ化物洗口の取り組み状

況ですが、平成27年度の保育所、幼稚園にお

けるフッ化物洗口の実施率は75.8％、小中学

校における実施率は96.7％となっておりま

す。 

 なお、今年度中には全ての小中学校でフッ

化物洗口が実施されるよう、実施に向けて指

導、助言を行ってまいります。 

 続きまして、38ページから、平成27年度の

主な取り組みの成果についてまとめていま

す。 

 最初の歯科保健推進事業の(1)から(5)の事

業においては、フッ化物洗口事業に対する市

町村への助成、介護関係者や市町村歯科衛生

士に対する研修、歯の健康づくり啓発などを

実施いたしました。 

 次の丸、医科歯科病診連携推進事業(がん

診療)ですが、がん診療における医科歯科連

携の拡大に向けて、協議会の開催や人材育成

のための研修を行いました。 

 次に、39ページをごらんください。 

 最初の丸、障がい児(者)口腔ケア事業で

は、障害児者の歯科保健の向上に向けて、歯

科医師や衛生士を対象とした講演会、実施指

導等を行いました。 

 次の歯科医療確保対策事業では、県歯科医

師会が実施する口腔保健センターにおける障

がい者歯科診療事業及び歯科医師会が実施す

る休日歯科診療事業の運営費について助成を

行いました。 

 次の在宅歯科医療確保対策事業では、在宅

歯科医療の推進を図る研修会を開催、また、

次のへき地歯科診療支援事業では、無歯科医

地区の調査結果について僻地医療の関係者へ

報告をいたしました。 

 次の障がい児(者)摂食リハビリテーション

等整備事業では、摂食リハビリテーション等

を担う人材の育成のための講習会を開催しま

した。 

 次の医科歯科病診連携推進事業(回復期)で

は、回復期の医科歯科連携を拡充する体制づ
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くりのため、協議会の開催や人材育成を行い

ました。 

 次の歯科衛生士リカバリー研修事業では、

未就業歯科衛生士への復職支援の研修会を開

催いたしました。 

 次に、40ページをごらんください。 

 最初の医科歯科連携訪問歯科診療用機器整

備事業では、歯科を標榜していないがん診療

連携拠点病院や回復期病院へ訪問歯科診療を

行うため、医療機器の購入費について助成を

行いました。 

 次の在宅介護歯科口腔保健推進設備整備事

業、さらに、次の在宅歯科医療連携室整備事

業、次の在宅歯科診療器材整備事業では、在

宅歯科医療の推進を図るための医療機器の購

入助成や相談窓口の設置を行ったものです。 

 下から２つ目、新規事業の歯科医師向け認

知症対応力向上研修では、歯科医師による認

知症の早期発見を含む対応力向上のため、認

知症の基礎知識や認知症患者への対応のポイ

ント等に関する研修を行いました。 

 次の健康教育推進事業及び次の41ページ、

歯・口の健康づくり研究推進校の指定、次の

歯・口の健康づくり推進事業では、教育庁に

おいて、学校での歯科保健推進のための研修

会の実施や研究推進校の指定、情報提供を行

ったものです。 

 最後のその他関連事業の成果として、熊本

型早産予防対策事業を実施し、妊婦の歯周病

健診の結果を分析し、報告会での説明や啓

発、指導の作成を行いました。 

 次に、42ページから、平成28年度の主な取

り組みの概要についてまとめていますが、取

り組みの概要につきましては、ただいま御説

明いたしました平成27年度の取り組み内容と

重複する事業となりますので、説明を割愛さ

せていただきます。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○稲生薬務衛生課長補佐 薬務衛生課の稲生

と申します。本日は、課長の大川が出席でき

ませんので、私のほうから説明させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、補正予算について御説明申し上げま

す。 

 予算及び条例等関係説明資料の18ページを

お願いいたします。 

 薬務費で49万9,000円の増額補正をお願い

しております。 

 この薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点

推進事業は、県民みずから医療関係者の助言

を得る等しながら健康の増進を図る、いわゆ

るセルフメディケーションを推進するため、

薬局、薬剤師を活用した健康情報の拠点づく

りに要する経費で、国の委託を受け、全額国

庫で行うものでございます。 

 国の内示増に伴い、増額補正をお願いする

ものでございます。 

 次に、報告議案につきまして御説明申し上

げます。 

 まず、同じ資料の31ページをお願いいたし

ます。 

 報告第14号公益財団法人熊本県移植医療推

進財団の経営状況を説明する書類の提出につ

いてでございます。 

 これにつきましては、次の32ページの概要

をもとに御説明申し上げます。 

 まず、１の財団の概要でございますが、こ

の法人は、アイバンク事業及び移植医療の普

及促進に関する事業を行うことにより、県民

の健康及び福祉の向上に寄与することを目的

として昭和54年３月29日に設立され、平成25

年４月１日付で公益財団法人に移行しており

ます。 

 次に、２の平成27年度事業報告でございま

す。 

 まず、１つ目の普及啓発事業は、移植医療

に対する県民の理解と協力が得られるよう普

及啓発を行っております。 
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 ２点目の移植希望者の調査事業では、腎移

植希望者の登録更新診察会等を開催した結

果、16件の腎移植希望者新規登録があり、 

138件の登録が更新されました。 

 次に、３点目の摘出あっせん業務により、

眼球の提供者が13人で25眼、利用眼球数は20

眼でございました。 

 ３の平成27年度決算でございますが、経常

収益の決算額は1,020万円余であり、このう

ち、基本財産運用益が185万円余、事業収益

が300万円、補助金等が502万円余となってお

ります。 

 次に、経常費用でございますが、決算額は

1,101万円余であり、このうち、事業報告で

御説明しました３つの事業を含む移植推進事

業費は748万円余となっております。 

 経常収益から経常費用を差し引いた当期経

常増減額は81万円余の赤字となっておりま

す。 

 ４の平成28年度事業計画でございますが、

おおむね昨年度と同様の事業を実施しており

ます。 

 最後に、本年度の予算でございますが、お

おむね昨年度と同様の予算額により事業実施

する予定としておりますので、経常収益は

1,129万円余、経常費用は1,128万円余となっ

ております。 

 続きまして、資料の33ページをお願いいた

します。 

 報告第15号公益財団法人熊本県生活衛生営

業指導センターの経営状況を説明する書類の

提出についてであります。 

 これにつきましては、次の34ページの概要

をもとに説明申し上げます。 

 まず、１の財団の概要でございますが、こ

の法人は、理容、美容、旅館などの生活衛生

関係営業の経営の健全化及び振興を通じてそ

の衛生水準の維持向上を図り、あわせて、利

用者または消費者の利益の擁護を図ることを

目的として昭和58年３月22日に設立されたも

ので、平成25年４月１日付で公益財団法人に

移行しております。 

 次に、２の平成27年度事業報告でございま

すが、１つ目の生活衛生関係営業指導事業

は、経営相談、融資相談及び苦情相談に対応

するものです。 

 ２点目の景気動向等調査事業は、県内の70

の生衛業者に対して、景気動向や設備投資の

動向を四半期ごとに調査するものです。 

 ３点目の生活衛生営業振興助成事業は、各

同業組合が実施する生衛業の振興のための事

業に助成するものでございます。 

 次に、３の平成27年度決算でございます

が、経常収益の決算額は1,923万円余であ

り、このうち、県補助金が1,621万円余、事

業収益が242万円余となっております。 

 次に、経常費用でございますが、決算額は

1,912万円余であり、事業報告で説明いたし

ました生活衛生関係営業指導事業その他２事

業に要した費用です。 

 経常収益から経常費用を差し引きました当

期経常増減額は11万円余の黒字となっており

ます。 

 次に、４の28年度事業計画でございます

が、おおむね昨年度と同様の事業実施を予定

しております。 

 最後に、本年度の予算額でございます。お

おむね昨年度と同様の予算額により事業実施

する予定としており、経常収益は1,862万円

余、経常費用は1,860万円余となっておりま

す。 

 ただいま御説明申し上げました２つの財団

の予算執行に当たりましては、今後とも、よ

り一層効率的な執行を心がけ、適切な運営が

行われますよう指導に努めてまいりたいと考

えております。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で執行部の説明が
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終わりましたので、議案等について質疑を受

けたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 

○岩下栄一委員 前回も申し上げましたけれ

ども、周産期医療ですけれども、市民病院が

ああいう状態になって福田病院の周産期セン

ターに補助をされるということですけれど

も、お金持ちの病院に補助されるということ

で、まあ、いかぬとは言いませんけれども、

ただ、ほかには熊本大学医学部しかないんで

すね、周産期医療のセンターは。以前は日赤

病院もあったと聞いております。だから、日

赤病院あたりに、再開といいますかね、周産

期医療のセンターの再開をお願いしたらどう

かなと思うんですけれども、市民病院がまだ

４年ぐらいかかるでしょう。周産期医療はち

ょっと不足ですね。 

 ここは医療政策課ですか。日赤病院に要請

をされる予定はないかということが１つ。 

 

○松岡医療政策課長 県内のまずＮＩＣＵの

状況ですが、今委員おっしゃいましたよう

に、熊大病院と福田病院。一応、計画当初、

今はＮＩＣＵはございませんが、ＰＩＣＵと

して、いわゆる小児の救急医療を担っていた

だく病床として、赤十字病院のほうがベッド

はございます。今回の被災で赤十字病院その

ものも被災をされて、実際、20床ほど今ベッ

ドが工事中というふうに伺っております。 

 周産期医療につきましては、そもそも、赤

十字病院のほうが受け入れを現実的にされて

なかったということもあり、また、小児のほ

うのベッドもかなり、周産期だけじゃなく

て、今満床状態ということもあって、現実的

に周産期の子供を受け入れるということは難

しいというような御意見でございます。 

 熊本市民病院の患者さんについては、県内

での熊大、福田病院では当然カバーできませ

んので、県外の福岡市あるいは大学病院等、

九州内の病院にかなりの数受け入れをお願い

しているというのが現状でございます。 

 

○岩下栄一委員 結論から言うと、足りてな

いということですね。福岡、あるいは大分の

周産期のセンターに熊本から随分転院されて

いるけれども、やっぱり家族の、何といいま

すかね、交通とか何か非常に便利が悪いです

ね、福岡や大分まで一々行かないかぬから。

そういうことを考えますと、ちょっと足りて

ないなという感じはしますので、ぜひ、日赤

が無理ならしようがありませんけれども、一

応話してみられることは必要だと思います。 

 

○松岡医療政策課長 今回、機器整備の助成

先というのが福田病院と熊大病院で、ＮＩＣ

Ｕの新たに病床をそれぞれ３床ずつ臨時的に

増床をしていただく予定でございます。 

 もともと、熊本市民病院が18床あったもの

が、今ゼロになっているということ、それ

と、熊本市民病院でも、来年の１月までには

仮設病棟ということでＮＩＣＵを９床復活さ

せるというような計画を今お持ちでございま

す。 

 したがいまして、９床プラス福田の３、熊

大の３、15床については、もともと18床あっ

た分の15床については近いうちに受け皿がで

きるということでございますので、その新し

く受け皿となるベッドの稼働状況等を見なが

ら、今後またさらに不足する分があれば、県

内の医療機関等に御相談等をしていきたいと

思っております。 

 

○岩下栄一委員 市民病院の仮設病棟という

のは、例の東町ですか。次に移転する先です

か。 

 

○松岡医療政策課長 今現在の病棟の管理

棟、いわゆる事務棟の部分を改修されるとい

うふうに伺っております。 
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○岩下栄一委員 そうですか。ありがとうご

ざいました。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑は。 

 

○藤川隆夫委員 こころのケアセンターが今

後動き出すわけなんですけれども、震災から

５カ月ちょっとたってますけれども、今まで

のメンタルヘルスケアですね、小学生、中学

生初め学生及び成人の方々のメンタルヘルス

ケアの実際の対応状況というのは、まあ、Ｄ

ＰＡＴ等が行われてたと思うんですけれど

も、その状況がわかれば教えていただければ

と思います。 

 

○井上障がい者支援課長 今委員おっしゃっ

たように、各県のＤＰＡＴが、避難所ですと

かそういったところの心のケアに当たってお

りましたが、10月からは、県の精神科協会加

盟の病院で組織するＤＰＡＴが心のケアに当

たっております。 

 対応の状況なんですが、依頼があったとこ

ろに対しては、行政の職員に対して話をする

とか、それとか、学校の先生たち、依頼があ

ったところに対してそういった心のケアに関

する支援をやってきております。 

 精神保健福祉センターの通常の相談業務の

中では、発災後に相談件数が特にふえたとい

う状況は見てとれないという状況でございま

す。去年と比べてあんまり変わってないとい

う状況でございます。 

 今後、10月には、こころのケアセンターの

業務を開始したいというふうに思っておりま

すので、いろんな機関と連携しながら心のケ

アに当たっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○藤川隆夫委員 これは震災後５カ月たった

けれども、この問題自体はもっと何年もかか

るような話だろうと思いますので、当然これ

はケアを続けていってもらわなきゃいけない

んですけれども、ただ、実態としてニーズが

どの程度あるのかというのをまず把握しとか

ないと対応もとりにくいのかなと思ったの

で、ちょっと聞かせてもらったんですけれど

も、それなりのニーズがあって、いろんなと

ころに訪問されたり、あるいは個別の相談を

受けたり、いろんなことがあるんであれば、

できれば、統計とかデータ的に処理しといて

もらったほうがわかりやすいのかなと思った

ので聞かせていただきましたけれども、それ

は今後できますかね。 

 

○井上障がい者支援課長 各市町村に地域支

え合いセンターができて、多職種の職員がい

ろんな相談に応じることになりますが、そう

いった中で、心のケアが必要な方について

は、そこから情報をもらって、アウトリーチ

で、訪問で相談を受けたり、あるいは直接電

話での相談を受けたりはしますが、そういっ

た統計的な情報は、きちんと整理をした上で

報告書としてまとめていきたいというふうに

考えております。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに。 

 

○岩本浩治委員 今回の防犯対策の強化及び

防犯カメラの設置等々の補正が組まれておる

わけですが、これは非常にメンタル的な部分

があるわけなんですが、これの運用というの

は大体どういうふうなことでされているので

しょうか、お聞きしたいと思うんですが。 

 

○井上障がい者支援課長 さきの障害者支援

施設での事件を受けて、国のほうも経済対策

で予算を計上するということでございます

が、それを活用して本県でも安全対策を充実
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させていくということなんですが、従来、障

害者の施設、ほかの施設についても、地域に

開かれた地域との交流、こういったことをず

っとやってきていただいておりました。そう

いった中で、今回、安全対策ということで、

防犯カメラを設置したりとか夜間の警備体

制、そういったところの充実というふうなと

ころが図られることになっておりますが、県

としては、法人施設を指導する中で、マニュ

アルをつくったりですとか、防犯体制をきち

んと体制をつくる、あるいは関係機関、警察

との連絡体制とか、そういったところをきち

んと整えるようにというふうな指導をしてい

くことにしております。 

 

○岩本浩治委員 今言われましたように、や

はりカメラになりますと、これはプライバシ

ーが前面出てきてしまうわけなんですね。で

すから、このカメラの場合は、ちゃんとした

運用をつくらないけないでしょうし、安全対

策、神奈川の問題でこういうのが出たんです

が、やはり障害の方であろうと、児童施設、

養護施設にいらっしゃる方で子供さんであろ

うと、そこにはやっぱり１人の、何ちゅうで

すか、プライバシーというのを重要視してい

かなければならないんではないかと思うんで

すね。まあ、障害があるというだけで、検察

庁あたりも、何か障害者がやったんではない

かなという感覚を持たれておったりしてます

から、これについて十分な、細かい、詳細に

わたる各施設のほうへの通達をお願いしたい

なと思うわけでございます。ぜひお願いしと

きます。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はないです

か。 

 

○ 委員 健康福祉政策課にお尋ねで

すが、仮設住宅なんですが、この前、福島県

の県議会議員の方と話す機会がありまして、

５年半、東日本大震災からたつんですが、仮

設住宅から全然抜け出せない状況であります

と。復興住宅に関して早い時期からもう考え

てたほうがいいですよとアドバイスをいただ

きまして、今、4,600戸、応急仮設住宅に入

られてて、建設して、どの程度復興住宅とい

うのが予定しているというか、見込んでいる

か、その辺をお聞かせください。 

 

○野尾健康福祉政策課長 予算上は今4,600

戸確保しておりますが、実際着工しておりま

すのが、きのう時点で4,293戸です。完成し

ておりますのが3,847戸、89.6％完成してい

るようになっております。 

 以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 復興住宅……。 

 

○野尾健康福祉政策課長 復興住宅につきま

しては土木部で所管しておりますが、いろい

ろ生活再建の関係で話はさせていただいてお

ります。各市町村において、土木部のほうか

ら早目に着工するようにというふうな話をし

ていただいておりまして、私たち今詳細な資

料持っておりませんけれども、早期に着工で

きるように用地の選定とか進められていると

いうふうに今私どものほうは聞いておりま

す。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○池田和貴委員 済みません、今の話で、今

のは応急仮設住宅に住まわれている方ですよ

ね。みなし仮設に入っていらっしゃる方で、

復興住宅にというか、それに入られる方もい

らっしゃるんですかね、そういう人たちも。 

 

○野尾健康福祉政策課長 委員がおっしゃっ

たように、仮設住宅と申しますのは、建設型

と民間借り上げ型と２つあります。それは、
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皆さんたちがどちらをとるか、その先の災害

公営住宅、そっちのほうは、ついの住みかみ

たいに次の段階の住宅になりますので、あく

までも、みなしにしても応急仮設にしても一

時的な住まいと捉えていただいて、あとは、

皆さん方がどういう考えで住まいを確保して

いくか、それは、市町村のほうでいろいろな

基準をつくったり、対応し、やっていくもの

と認識しております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 であれば、やはり応急仮設

住宅が今4,600戸ですね。みなし仮設のほう

が１万4,600戸あるんですね。ということ

は、対象、約２万戸ぐらいだというふうに見

ていいんですよね、大体ざっと考えて。とす

ると、今説明では、応急仮設の話から入って

いったんですけれども、その３倍あるみなし

仮設に入っていらっしゃる方、こういう方々

がどういうふうに考えているかというのもか

なり重要になってくると思うんですけれど

も、当然それも頭に入っての説明と考えてよ

かですよね。 

 

○野尾健康福祉政策課長 委員御指摘のよう

に、先ほど説明が不足しておりますのは、地

域支え合いセンターを９月末から10月頭にか

けて、各市町村、被災を受けた市町村に稼働

させていきます。その地域支え合いセンター

の目的といたしましては、被災者の方々、仮

設の方、みなしの仮設の方、在宅の方、それ

ぞれにしっかりとアウトリーチをして、情報

提供をして、生活再建の道をいろいろな情報

を提供しながらアドバイスをしていくという

動きになっています。 

 おっしゃったように、問題と申しますの

は、みなし仮設でも、例えば町外に出られる

方たち、その方たちにどうしっかりとアウト

リーチして情報を出していくか、そうしない

と、やはり御自宅近くに帰ろうとしても、な

かなか情報が行き届かないといけませんの

で、その点につきましては、市町村のほう

と、実際市町村社協に委託はするんですが、

市町村、市町村社協と県、県社協、この４者

でいろいろな情報交換の場を持ちながら、ま

たは、先ほど県の役割として２つありまし

て、１つは、そのように市町村が建てます地

域支え合いセンターに対して補助を出します

とか、あと１つは、地域支え合いセンターで

雇ういろんな相談員の方たちの研修事業を県

社協でやっていきます。その中で、先ほど

田委員がおっしゃったように、いろいろな

県、今までの、例えば兵庫県でございますと

か、宮城でございますか、そういうところで

経験なさった方に来ていただいて、経験談を

語っていただいて、私たちが今後、おっしゃ

ったように、みなし仮設の方、在宅の方をど

う生活再建に向けてやっていくかというのを

しっかり受けとめた上で、生活再建を進めて

いきたいと思いますので、委員御指摘の点は

十分留意した上で進めていきたいと思ってい

ます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。ぜひ県のほ

うでうまくやってください。よろしくお願い

します。 

 続けていいですか、委員長。 

 

○増永慎一郎副委員長 今の関連でいいです

か。 

 

○浦田祐三子委員長 関連で副委員長。 

 

○増永慎一郎副委員長 今応急仮設がそれぞ

れ被災された市町村でつくられる場合に、非

常に戸数が見立てよりもだんだんふえて、当

然半壊も入れるようになったので、ふえてい

ったんですけれども、今回、今後市町村が計

画を立てられて復興住宅をつくられる際に、
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今、池田委員が言われたように、みなしの部

分と、今応急仮設に入っていらっしゃる部分

あたりから、どれくらいの方々が復興住宅の

ほうに入られるかというのは、今さっき土木

の所管というふうな話があったんですけれど

も、要は、その辺のすり合わせをしとかない

と、町もなかなか見立てが合わないので、計

画の中にどれくらいつくるかというの入れら

れないと思うんですよ。また、ちゃんと見立

てをきちんとやっとかないと、住宅地の確保

ですね、町のほとんどの場所が、今仮設が建

って、新しく住宅を建てる場所というのは多

分ないと思うんですね、当然。今はどうかわ

からないんですけれども、仮設をそのまま住

宅としてしばらく使えるようなのも何かある

みたいな感じもするんで、その辺はちょっと

要望なんですけれども、きちんと町あたりに

は、東北あたりのデータをとられて、見立て

がきちんとできるように早目に、県のほうか

らでもいいですから、市町村に投げかけてい

ただいたほうが、スムーズに復興住宅に進め

るような形になるんではないかというふうに

思っておりますので、これは要望でお願いし

ておきます。 

 

○野尾健康福祉政策課長 委員の御指摘はし

っかり受けとめてやっていきたいと思いま

す。 

 私の説明で、先ほど申しました復興住宅、

災害公営住宅については土木の所管というふ

うに、ちょっと縦割り的な発言をしてしま

い、おわびします。 

 実際申しますと、生活再建というのは、や

はり救助法の中で、健康福祉部、土木部関係

なく県全体でやっていきますので、委員の御

指摘の点はしっかり受けとめて、土木部と連

携しながらやらせていただこうと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

○浦田祐三子委員長 しっかり連携しながら

お願いしたいと思います。県と市町村もしっ

かり情報を共有しながらやっていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

○池田和貴委員 社会福祉課のほうにお尋ね

をしたいんですけれども、今回、９月の補正

予算のほうの、これは、追号の４ページに、

生活福祉資金貸付事業で９億2,600万積んで

あります。これは国庫が６億9,000万で一般

財源も２億3,000万入れるんだろうと思うん

ですけれども、これはかなりの金額が来るの

でこの金額になっていると思うんですけれど

も、これでまず足りるのかどうかということ

と、それと、またこの生活福祉資金の貸付事

業というのは、まあ、通常分もあるんですよ

ね。これは大体どれくらい、いわゆる返って

こないという部分というのも結構あるわけで

しょう。これは今までどれくらい、いわゆる

返ってこない分があるかとか、その辺の数字

はわかりますか。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課です。 

 まず、予算立ての中身からお尋ねがありま

したので御説明しますと、貸付見込み件数に

つきましては、この予算措置をするときに、

７月ぐらいの段階で、毎日のように社協のほ

うにお問い合わせがあってました。200件と

か100件を超すぐらい相談件数があってまし

て、最近は大体減ってはいるんですけれど

も、そういった中で、その当時、１割ぐらい

は実際の貸し付けに回るのかなというふうな

見立てで件数を出しまして、1,236件という

件数を出しました。その後、金額のほうにつ

きましては、東日本震災時の実績というのが

ありましたので、それが75万ということで、

それを掛け合わせたところで９億2,600万円

余というふうな数字を出しております。 

 足りるのかという話につきましては、もと

もと社協のほうには、この生活福祉資金とい

うことで、国、県からお金が積んでありまし
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た。その数字は、平成27年度末で約39億、40

億弱ぐらい使えるお金としてありまして、震

災直後に緊急小口貸付金、これが最初スター

トしまして、それが約16億を超えぬぐらい出

ました。今回の貸し付けが、仮に９億、通常

分がある一定程度出ても原資は枯渇しないの

かなという水準で今考えております。 

 それから、どのくらい戻ってくるのかとい

う話なんですけれども、やっぱり低所得者の

方がたくさん借りられますので、どうしても

返ってくる率というのは低くなっておりま

す。平成26年度とか27年度の単年度ベースで

申しますと、その時点で返ってくるお金の約

２割弱ぐらいしか返ってきてないというふう

な状況です。ただ、通算すると、約６割ぐら

い返ってきているような状況にあります。 

 いずれにしても、今回、いろんなお金、こ

ういった緊急小口にしろ、新しく始まる経済

対策分の貸し付けにしろ、高額のお金が出て

いって、その償還をしっかりやらなくちゃい

けないと思っていますので、今社協のほうで

は、以前から相談員さんを雇ったり償還指導

員の方を配置してやってますし、最近では、

法律の専門家の方、司法書士さんなんかと連

携して、償還対策とか法的措置の検討もされ

ています。それから、最近始まった生活困窮

者対策と連携も進めていっておりますので、

そういうことで頑張っていきたいというふう

には思っております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 この生活福祉資金貸付事業ですね、今おっ

しゃったように、低所得者の人たちからする

と、いわゆる最後のセーフティーネットの中

の一つの装置だというふうに思うので、これ

はこれで私非常に重要だというふうに思うん

ですが、ただ、やっぱり先ほどの説明があっ

たように、８割ぐらいが返ってこない、逆に

言うとですね。通算すると４割ぐらいは返っ

てこないお金になってしまうと。いわゆるモ

ラルハザードはその辺ちょっと大丈夫かなと

思うのがちょっと１つあって、それとあわせ

て、生活困窮者、事務費も23ページに出て

て、県社協とすると、あわせながらやってい

くことになるんだろうと思うんですけれど

も、ただ、いわゆるお金を貸し付けて、それ

を回収するという事業は、もともと県社協が

想定したような事業ではないんだと思うんで

すね。いわゆる低所得者の人たちに寄り添っ

た相談とかそういうことはできますけれど

も、現実にお金を貸して、またそれを回収す

る事業というのは、これは、いわゆる銀行と

か、いわゆる別の特別なスキルが要るわけ

で、ここについては、例えば、今県社協自体

がこういうスキルを積み上げていくこともま

ず大事だろうと思うんですけれども、それと

は別に、消費生活センターが委託をしてやっ

ているように、県が民間に委託してやられて

いる事業もあるんですね。そういったところ

とも連携してやっていくほうが私はいいんじ

ゃないかと思うんですよ。というのは、熊本

は、全国の中で数少ない、そういう民間事業

者がこういう生活困窮者のための貸し付けを

して、伴走型で生活指導もしながらやってい

く事業をやっている地域なんですね。これは

全国でも３カ所か４カ所ぐらいしかないうち

の１カ所なんですよ、熊本は。 

 だから、そういう意味では、そういったと

ころと、この生活支援貸付金事業とか生活保

護の生活困窮者対策を連携してやっていく

と、多分全国でもいい形ができ上がってくる

んじゃないかと思うんですよね。だから、そ

の辺はぜひ考えていっていただければどうか

と思うんですけれども、その辺、今までもし

やられていたりしたら、ちょっと教えていた

だけますか。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課です。 

 今おっしゃった民間の貸し付けというの
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は、グリーンコープ生協ですね。この生活困

窮者対策の中で家計相談関係の事業は、うち

の事業とか県内の事業は、グリーンコープ生

協さんに委託してやっている例が多いです。

県のほうも実際そうしてもらっています。 

 今回の被災直後も、実は、社協のほうの自

立支援の窓口が、やっぱりボランティアセン

ターの運営等で少し対応が難しくなりました

ので、その際には、グリーンコープ生協のほ

うが、県外からの人も入り込んで、自立支援

の窓口を応援するということが行われまし

た。 

 そんなことで、いろいろ連携をとりながら

やっておりますし、今後も、委員のおっしゃ

ったことあたりは、社協のほうにきちんと伝

えて充実強化を図っていきたいというふうに

思っております。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございます。 

 もうそうやって連携をやられていることは

私は非常にすばらしいことだと思います。で

も、私がちょっとグリーンコープさんからも

お話を聞いたりしているんですけれども、や

はり採算的には厳しいという話と、なかなか

人手も足りないという話もあるんですね。す

ると、こういうのをやってくれる人たちはも

っとほかにふやす努力とか、やっぱりそうい

うのも、ノウハウ自体はたまっていっている

わけですから、そういうのも考えながらやっ

ていくと、生活困窮者対策というのは進んで

くるんじゃないかと思いますので、まあ、大

変かとは思いますが、その辺も、例えば、ほ

かの商工観光労働部とかそういったところと

連携しながらやっていただければと思います

ので、これはまあ要望しておきます。 

 

○ 委員 23ページのこの生活保護の

困窮者というのは、今回の震災で具体的に何

人ぐらいいたか、もう一度教えてください。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課ですけれど

も、何人という――生活困窮者そのものの定

義が余り明確ではありません。数字上の、例

えば幾ら幾らの所得が生活困窮者だとかいう

ふうな定義がありませんので何とも言えない

んですけれども、関連する数字とすれば、今

回県社協さんのほうで生活福祉資金の緊急小

口資金の貸し付けが始まりまして、そのとき

申し込まれた方が１万2,000人ぐらいいらっ

しゃいました。 

 

○ 大造委員 了解です。 

 

○藤川隆夫委員 高齢者支援課で、11ページ

のこの介護アシスタント育成事業、こういう

事業をやっていただいて、介護に興味を持っ

て介護現場に入っていただくという趣旨もあ

ろうかというふうに思いますけれども、いい

事業だと思うんですけれども、この介護アシ

スタントというのは、一体どのレベルまでで

きるのかと。さっき配食とかそういう話あり

ましたけれども、介護現場に入ると、当然、

軽介助等も含めて、入浴介助だとかいろんな

介助がありますよね。そこができるのかでき

ないのか、恐らくこの話だとできないんだろ

うと思うんですけれども、一体どのレベルま

でできるのかというのがわかんないと、現場

にこの人が入ったとした場合に、逆に言う

と、入っている入所者はそういう区別はつか

ないわけで、ちょっとしたことをやってねと

言って、簡単にできることだったらやる可能

性がある。そのときに事故が起こったり何か

したときにどうするんだという問題必ず出て

くると思うんですよね。いい事業なんだけれ

ども、どっかでくくりをしとかないと今言っ

たような話が起こるので、一体どこまでこれ

はできるのかな。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 
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 この介護アシスタントが担う業務について

の御質問であったかと思いますが、このアシ

スタントにつきましては、実際、介護業務に

つきましては、これは担当はしないというこ

とで、10月から３月までの期間の中で、大体

３カ月ぐらいの雇用を今想定してまして、そ

の中では、介護の仕事そのものは介護の専門

職さんに専念してやっていただくと。その周

辺業務であります、先ほど少し触れました

が、食事の配膳とかベッドメイクとか清掃と

か、そういった周辺業務をアシスタントの方

に担っていただいて、介護現場の環境改善を

図っていく、そして介護職員の方の職場への

定着を図っていくということを主な目的とし

ているところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。まあ、当然

そういう話だろうと思ったんですけれども、

やっぱりある意味、施設側ですよ、やっぱり

介護職員がいないので、これを利用して入れ

て、変な使い方をする事業所だって出てくる

可能性あると思うんですよね。要は、いるか

らちょっと使う世界に入ってしまうと、さっ

き言ったようなことが起こるので、ある意

味、いい事業なんだけれども、ちょっと注意

しながらやっていってもらわないと困るかな

という話で、そういう形でやっていただけれ

ばと思います。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 このアシスタント事業を実施するに当たり

ましては、アシスタントの方を一応まず募集

をしまして、その方たちには、一定の研修も

することを考えております。 

 あと、受け入れる施設のほうにつきまして

は、この人たちに担ってもらう業務について

は、しっかり明確にしてもらうというような

こともあらかじめちゃんと説明をしていただ

いて、事業は実施をしていく予定にしており

ます。 

 

○藤川隆夫委員 そういう形でぜひやってい

ただければと思います。 

 

○岩本浩治委員 今の関連ですが、介護職員

が抜本的に足らない、そして介護職員がつい

ても、やはりやめていく、その原因は押さえ

ていると思うんですよね。やっぱりその原因

を改善していかなければ、やはり介護職が足

らない、足らないと、こう移行して、やはり

汚い、安いとかいうふうになってくるんじゃ

ないかと。やはりこれを押さえていると思い

ますので、その押さえている部分をやっぱり

改善をさせていかなければいけないんじゃな

いかと思うんですけどね。どういう部分で介

護職が定着しないのかわかっている……。 

 

○谷口高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 介護職員の方がなかなか参入が難しいと

か、少し離職も多いとかいったことが今言わ

れておりますが、その原因といたしまして

は、やはり仕事の割には賃金が低いというよ

うなことが言われております。県といたしま

しては、介護職員の参入や定着を図る取り組

みをいろいろなことをやっておりますけれど

も、この事業に関しましては、介護の専門職

の方も周辺業務である清掃とか、そういった

ベッドメイクとか、本来、介護業務じゃない

ような仕事にも結構追われているという実情

もございますので、そういった部分について

は、本来、専門職の方がやるべき仕事じゃな

いというような考え方から、その部分につい

ては、今回、介護補助職の方、アシスタント

の方を導入して、そこの分をアシスタントの

方にまずやっていただいて、介護の専門職の

方は介護の仕事に専念をしていただくと。そ

れによって介護の現場の環境改善を図ること

によって、介護職員の参入促進、あるいは介
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護の専門職の方の定着を図っていくと。そう

いったことを狙いとした事業として今回御提

案させていただいております。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 ぜひ、社会福祉法人は繰越

金が残り過ぎているとよく批判を受けます

が、その部分で使っていけばと思うんですよ

ね。ですから、その部分でぜひ指導をしてい

ただければと。まあ、指導ということは大変

失礼ですので、助言をしていただいて、やは

り介護職としての専門職に近づけていくとか

ですね。それと、やっぱり人件費だと思いま

す。だから、この部分を魅力ある人件費を出

していくような介護施設でなければいけない

と思うんですよね。どっちみち社会福祉法人

は監査されているわけですから、言えばいい

じゃなかですか、上げなさいと。 

 そうしなければ、介護では、保育も一緒な

んですが、やはり集まってこないと思うんで

すよ。特に、ぜひその部分では、いろんな助

成使ってもそれで終わってしまっていくんで

あれば何もならないんじゃないかというふう

に私は思いますので、ぜひお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

 

○本田長寿社会局長 私のほうから、介護の

ほうと、あと、社会福祉施設の監査とかも担

当しておりますので、まとめといいますか、

そういうことでちょっと発言したいと思いま

す。 

 委員御指摘のように、そのような実態もあ

るということも認識はしておるところでござ

います。ただ、御存じのように、措置の部分

がかなりなくなってきたもんですから、以前

措置費時代には、かなり厳しくといいます

か、監査の中でも、使途とかについてこうい

う立場があったのでございますけれども、現

在、介護報酬とか、障害の方もそうですけれ

ども、契約制度になってきまして、ある意

味、医療の世界に近いようなことになってき

ましたもんですから、なかなか給与水準の具

体的なところまで厳しくということは言いづ

らくなってきたところが実情ではございま

す。しかし、確かに、全体の法人の経営の中

で、ある程度のかなりの余裕とかそういうも

のがあるものについては、今度も、社会福祉

法の改革で、そこを計画的に社会のために使

うようにという法改正がなされましたけれど

も、それとあわせまして、そういう給与の適

正な、余りにもちょっとどうかなというよう

なところについては、助言という形では少し

言及するということも考えていきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○岩本浩治委員 よろしくお願いします。 

 

○岩下栄一委員 健康危機管理課ですね。感

染症予防ということが非常に大きな命題にな

っておりますけれども、瓦れきやら何やらい

っぱいまだあって、蚊がとっても発生しやす

い環境になっているのでね。そういう中で、

来年の夏あたりが日本脳炎あたりがえらいふ

えるんじゃないかなと予測されているけれど

も、デング熱とか、あるいはジカ熱ですね、

リオデジャネイロに日本人がやっぱり何万人

と、２万人ぐらいの人が行って、蚊に食われ

て、恐らくウイルスを保菌して帰ってきてい

ると思うんですよ。だから、日本でもこのジ

カ熱が私は来年ぐらい発生するんじゃないか

なと思っています。特に熊本は、地震被害の

中で環境が非常に悪化しておりますので、蚊

が異常に発生して、ジカ熱あたりも来年あた

りから出てくるんじゃないかなというふうな

危機感があるわけですね。そういう点をどう

いうふうにお考えかというのが１つね。 

 もう１つあります。もう１つは、保環研、

保健環境科学研究所が地震の被害を受けたと
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いうことで、保環研には、熊本県内の放射能

を測定するモニターが設置されておりますけ

れども、まあ、そのモニターが破壊されたん

じゃないかと、損壊したんじゃないかという

ふうな危機感も持っております。特に、薩摩

川内の原発が再稼働の中で、奄美群島区やら

どこそこで地震が多発して、三反園知事じゃ

ありませんけれども、薩摩川内の原発は必ず

しも安全とは私は言い切れないと。そういう

中で、保環研の放射能測定装置あたりが健全

に稼働しているかどうかということが１つ心

配の種です。 

 この２点についてお願いします。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 まず、１点目のジカウイルス対策でござい

ますが、今回のリオデジャネイロ・オリンピ

ックについては、幸いなことに、国内で、リ

オから帰ってこられた方で、ジカウイルスに

感染したという方は今のところ報告は上がっ

ておりません。 

 一方で、世界的に見ますと、東南アジアで

もジカ熱が出たりとか、国際的には広がりつ

つありますので、蚊が発生し始める春から夏

にかけまして、また各市町村に予防対策、駆

除対策を呼びかけまして、対策を強化してい

きたいと思っております。 

 それから、２点目の保健環境科学研究所の

放射能測定装置につきましては、今回の地震

では被災しておりませんで、今回、農薬の分

析機器でありますとかそういったものが一部

破損いたしまして、これまで計上したものは

そういった機械でございます。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 まあ、九州、あるいは日本

が亜熱帯化して、いろんな小動物が繁殖した

りして、新たな感染症が発生する危険性は十

分あると思うんですね。そういうことを踏ま

えて十分対応していただきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

 

○岡﨑健康危機管理課長 県内に感染症の指

定医療機関が10カ所ございまして、昨年から

意見交換会、研修会等を開催するようになっ

ております。そういったことを踏まえまし

て、輸入感染症対策につきましては、そうい

った病院を中心に県下全域での対策を強化し

ていきたいと思っております。 

 

○ 委員 ２つ質問がありまして、ま

ず、13ページの子ども未来課さんの新規事業

で、県が市町村と連携して結婚応援の取り組

みをするということですけれども、ちょっと

個人的には、行政がそこまでするのかなとい

う思いもあるんですけれども、全国的に都道

府県が一律にこういうのをやろうとしている

のか、それと、市町村とどんな連携をしてい

くのかというのをもっと具体的に教えてくだ

さい。 

 それが１点目で、もう一点が、37ページ、

健康づくり推進課さんに質問なんですけれど

も、１番で、虫歯が熊本県は状況が悪いとい

うことなんですけれども、この目標ですね、

虫歯のない幼児、３歳未満80％以上にして、

12歳児の１人平均１本以下にすると。これは

どのくらいの期間で達成しようとされている

のか。そして、今まで、熊本県が虫歯が多か

った理由というのはどこに求めることができ

るのか、教えてください。 

 以上です。 

 

○奥山子ども未来課長 子ども未来課です。 

 まず、１点目の結婚応援事業に関する全国

的な状況でございますが、現在、国のほうで

も少子化対策の推進が課題になっておりまし

て、結婚、妊娠、出産、子育てを包括的につ

なぎ合わせて支援するということを進めてお
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るところでございます。そういった中で、結

婚支援というところが徐々にクローズアップ

されてきておりまして、47都道府県、ほとん

どの県でこういった結婚応援、支援する事業

というものを実施しております。中には、県

自体がマッチングでしたり、センターをつく

って、独身者集めてマッチングしたり、そう

いうパーティーを開いたり、そういったこと

までやっているような都道府県もあると聞い

ております。 

 そういった中で、今回事業として上げさせ

ていただいております市町村との連携という

部分でございますが、これは、昨年度も市町

村のほうといろいろ意見交換をさせていただ

きまして、市町村の中には、それぞれ独自に

婚活パーティーを実施したりですとか、そう

いった研修を実施したりとかやっているとこ

ろもございます。ただ、一方で、まだそうい

ったことを全然考えていないというところも

ございましたり、やはり市町村単独でやると

なっても、なかなか人が集まらなかったり、

つながりも広がらないということで、県のほ

うでも、機運醸成の取り組みですとか、あ

と、市町村間の連携を図っていただくという

ことをやってほしいという声もございまし

た。そういった中で、県として、県全体の機

運醸成ですとか、市町村を集めて、皆さんで

結婚の取り組みの最新の状況ですとかを勉強

していって、結婚にいろんな市町村で取り組

んでいただこうというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○ 委員 わかりました。 

 

○浦田祐三子委員長 次に、坂本健康づくり

推進課長。 

 

○坂本健康づくり推進課長 まず、子供の歯

の状況についてのお尋ねでございますけれど

も、虫歯のない幼児、３歳児の目標につきま

しては、いずれも平成29年度を目標としてお

ります。 

 お尋ねの２点目、子供の虫歯の多い理由で

すけれども、特に医学的に何で九州地区が多

いかというのは、ちょっとまだはっきりした

理由は示されておりません。いろんな会合で

は、九州地区は暑いので、ジュースとかそう

いうスポーツ飲料なんかを飲む機会が多いん

じゃないかとか、そういう話は聞くのはあり

ますけれども、医学的にきちっと説明されて

いるという理由はございません。 

 先ほどの目標につきましては、もう29年度

ということで、来年度までに達成できるかと

いうのはありますけれども、(2)にあります

ように、フッ化物洗口をほぼ全校で実施しま

して、おおむね25年度ぐらいからが大多数の

小中学校で実施しておりまして、３～４年ぐ

らいやはり効果が出るのにかかるんではない

かと思っておりますので、29年度、30年度ぐ

らいからは、全国の順位も底上げがなされる

んじゃないかというふうに確信をしておりま

す。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。 

 

○ 委員 はい。 

 

○池田和貴委員 健康福祉政策課ですね。ち

ょっとさっきの介護士のときには関連で質問

しようかどうしようか迷ってたんですけれど

も、予算及び条例等関係の９ページ、社会福

祉諸費で外国人介護福祉士候補者受入施設学

習支援事業というのをやられていますね。フ

ィリピンの方が２名、これはＥＰＡに基づい

て来られているんだろうと思うんですけれど

も、やっぱり県内の介護施設のいわゆる人手

不足というのはかなりいろんなところから話
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があって、その中にやはりもうちょっと日本

人だけでは無理なんじゃないかと。やっぱり

外国の方にも来てもらってやらぬと、もう多

分今後はだめなんじゃないかという話もよく

聞くんですよね。それがいいか悪いか、ま

た、今後このＥＰＡの枠がどうなのかとか、

いろいろその辺と影響してくるんだろうと思

うんですけれども、今、このＥＰＡに基づい

てこっちに入ってきて、こういう介護現場と

かで働いている人は、熊本県内で何名ぐらい

いらっしゃるんですかね。 

 

○野尾健康福祉政策課長 今、池田委員がお

尋ねになった点については、現場でどれだけ

働いているかでなくて、今私たちが熊本県で

受け入れている数を申しますと、いわゆる試

験を受ける前の数ですね、それを申します

と、今７名、今度の２名を加えて７名いらっ

しゃいます。内訳は、インドネシア２名、フ

ィリピンの方５名という内訳になっておりま

す。 

 受け入れていただいている施設は、山鹿の

施設でして、そこが一施設だけ受け入れてい

ただいているという形になっています。 

 

○池田和貴委員 まあ、そういう意味では、

県とすると、こういう人たちがふえてくるこ

とは、今の状況からするとしようがないと思

うのか、それとも、今後ともふえてくると思

うのか、それとも、どうなっていくとか、そ

の辺を考えた上で何か長期的に考えるところ

ありますか。 

 

○野尾健康福祉政策課長 このＥＰＡの問題

は、これを言ったらまた怒られるかもしれま

せんけれども、国全体でどういうふうなこと

をやっていくかという話だろうと思います。 

 ＥＰＡにつきましては、国のほうで全体の

受け入れ枠を決めた上で国際厚生事業団とい

うところで、いろいろな施設に募集をかけて

割り振りをしていく制度になっておりますの

で、なかなか入り口が狭められているみたい

です。来日数を申しますと、27年の来日数で

いいますと、全体で565名、26年度は396名、

その前の25年度は275名と、だんだんふえて

はいってますが、数の割合というのを全体の

介護に必要な人材の割合から見たら、そう大

きくない数にはなっております。 

 先ほど、私、７名と答えましたけれども、

平成27年度にもインドネシアの方を１名受け

入れております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 済みません、何かとりとめない質問になっ

てしまったんですけれども、問題意識として

は持っていていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、以上で質疑

を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第８号、第28号及び

第51号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外３件は、原案のと

おり可決または承認することに決定いたしま

した。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮
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りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が２件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

○野尾健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 それでは、私のほうからは、復旧・復興プ

ランの改訂について御説明を差し上げようと

思います。 

 お手元の資料を確認したいと思います。 

 ４種類あります。まず、今回改訂のポイン

トというＡ４の紙１枚、次に、Ａ３の紙、カ

ラー版が２枚、そして復旧・復興プラン案の

改訂と本編が１部、それとあと、ロードマッ

プが１部と、４つの資料を用いて説明をいた

します。 

 熊本地震からの復旧・復興プランにつきま

しては、実を申しますと、８月３日に策定

し、約１カ月半での改訂となります。今回の

改訂のポイントについては、まず、お手元の

資料、先ほど申しました１枚紙をごらんいた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 今回の改訂のポイント、大きく３つござい

ます。まず１つ目は、熊本地震の被害額につ

いてです。これまでも、例えば、公共土木や

土木施設や農林水産関係、商工関係といった

項目ごとは、被害額の公表を行っておりまし

たが、今回、県全体の集計額として今回初め

て公表ということになりました。トータルで

被害額は約3.8兆円となりました。 

 各項目の被害額については、プランの本編

の２ページに記載をしております。こちらの

ほうの厚いほうのページに、項目ごとに被害

額を掲載させていただいております。 

 地震発生から５カ月経過し、各分野の被害

状況が把握が進んだこと、復旧、復興に必要

となる施策の充実強化を図るためには、被害

の実態をより正確に把握する必要があること

から、被災自治体や関係機関からの聞き取り

を踏まえ、今回試算したものとなっておりま

す。 

 ５月23日に国の内閣府が試算した影響試算

では、県全体の被害額の推計につきまして

は、約1.8兆円から3.8兆円と２兆円の幅をも

って公表されておりました。今回の県の試算

におきましても、その上限、アッパーにおさ

まる金額となっております。一番大きな金額

は、建築物、住宅関係で２兆377億円となっ

ております。 

 次に、２つ目は、復旧・復興プランの概ね

４年間の取組みの充実・明確化でございま

す。８月３日に策定した当初のプランでは、

復旧、復興に向けた道筋を県民の皆様方に早

期にお示しするため、痛みの最小化を目指し

た早急な対応として、主に平成28年度の取り

組みを中心に整理しておりました。今回の改

訂では、初期の対応から復旧、復興のステー

ジに進む中で、新たな熊本の創造に向けたお

おむね４年間の取り組みを充実、明確化いた

しております。 

 具体的には、Ａ３のカラー版をごらんくだ

さい。よろしいでしょうか。 

 １枚目のものは、８月策定時から変更はご

ざいません。１枚目の資料の右側にあります

新たな熊本の創造に向けた概ね４年間の取組

み等について、今回の改訂で内容の充実と明

確化を図っており、その具体的な内容を次の

ページ、カラー版に整理しております。よろ

しいでしょうか。 

 大きな柱として、(1)から(4)の４つの柱。
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(1)安心で希望に満ちた暮らしの創造、(2)未

来へつなぐ資産
た か ら

の創造、(3)次代を担う力強

い地域産業の創造、(4)世界とつながる新た

な熊本の創造を掲げております。 

 その中の13の施策ごとに、具体的な取り組

みや施策を書き出しております。本日は、具

体的に施策を一つ一つ説明しませんけれど

も、健康福祉部の分野といたしましては、こ

の(1)でございますとか(2)に関係施策を記載

させていただいております。 

 次に、また、こちらのほうのＡ４の紙に戻

っていただいてよろしいでしょうか。 

 最後の３つ目の変更点といたしましては、

ロードマップの内容の一部の修正と項目の追

加となります。 

 今回の改訂では、ロードマップについて

も、取り組みの進捗に応じた内容の修正と現

時点でスケジュール等の整理ができた４つの

項目について追加記載を行っております。 

 それにつきましては、追加いたしました４

つの項目につきましては、お手元の資料、波

線囲いの中に４項目を書かせていただいてお

ります。個々の説明については省略いたしま

すが、追加を行った以外の項目についても、

進捗に合わせて内容修正をさせていただいて

おります。 

 プランの内容につきましては、引き続き、

各部での検討、取り組みの進捗状況の精査、

プランへの反映を図ってまいりますととも

に、プランに基づき、全庁体制で熊本の復

旧、復興に取り組んでまいります。 

 以上が改訂の内容の説明でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○松岡医療政策課長 同じく報告事項、表紙

も入れまして２枚の横の紙の地域医療構想の

策定についての資料をお願いいたします。 

 地域医療構想については、地震以降、復旧

事業を優先して検討作業を中断しておりまし

たが、このたび、検討作業を再開しましたの

で、今後のスケジュール含めまして、これま

での状況を御報告させていただきます。 

 １の構想の内容ですが、本構想は、都道府

県が医療介護総合確保推進法等に基づき定め

るもので、(1)、(2)の事項を定めることとな

っております。(1)ですけれども、2025年の

医療需要として推計入院患者数と病床の必要

量、いわゆる必要病床数でございます。この

数値を構想区域単位で、国が定めた算定式に

基づいて、病床の種類ごとに記載することに

なります。そして、(2)ですが、2025年のあ

るべき医療提供体制を実現するための施策で

す。(1)の推計や地域の課題を把握した上で

関係する施策を記載することとしておりま

す。 

 ２、構想策定に向けた検討状況でございま

す。 

 検討体制としましては、県レベルの会議で

あります県の専門委員会と11保健所単位で地

域ごとに検討を行います地域専門部会を設け

て検討しております。 

 表は、昨年度の検討状況です。 

 主なものとしましては、７月３日からの第

１回地域専門部会で、2025年の必要病床数の

推計値を提示いたしました。2013年の許可病

床数と比較した場合、県全体でマイナスの

35.9％といった数字もお示しをしておりま

す。 

 必要病床数と許可病床数の乖離は、これは

病床の削減目標ではありませんが、知事か

ら、地域医療の実情を把握するために、対象

となる医療機関のヒアリングを行うようにと

指示を受けて、11月から３月にかけて全医療

機関の聞き取り調査を実施しております。今

後の検討にこの調査結果も活用したいと考え

ております。 

 ３、今後のスケジュールですが、今月の30

日に県の専門委員会を、そして10月に地域の

専門部会開催を予定しております。 

 それぞれの会議を年度内に３回ほど開催し
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まして、来年３月までには策定したいと考え

ております。 

 今後の検討状況につきましては、随時委員

会に報告させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありますか。 

 

○池田和貴委員 地域医療構想についてなん

ですが、これは、実際、いわゆるこの厚生委

員会、こういう医療に関する関係の方々で話

し合うことは当然だと思うんですが、私も前

から言っているんですけれども、今地方創生

が叫ばれている中で、いわゆる人口減少の地

域というのは、医療や介護、福祉に関する雇

用の方々が一番大きいわけで、その中で、い

わゆるこのベッド数を適正化するということ

でありますが、そのベッド数の提言といわゆ

る地域の雇用の関係だとか、地方創生に与え

る影響だとか、その辺がどうしても私は心配

の種として頭から抜けないんですよね。 

 そうした意味では、そういった観点も持ち

ながら、この専門委員会とかで議論がされて

いるのか。また、先ほど説明されましたが、

復旧・復興プランの中でも、そういったこと

も考慮した議論をした中でプランができてい

るのか、そうしたところが少し見えないもん

ですから、その点はどういう議論が行われて

いるのか、よかったら教えていただきたいと

いうふうに思います。 

 

○松岡医療政策課長 地域医療構想につきま

しては、まさしく地域の将来像というのを地

域の関係者、これはもう医療だけじゃない、

いわゆる福祉の問題も含めて地域のそれぞれ

の代表者の方々の御意見もいただきながら、

将来の課題と現状という問題意識を共有する

ことが一番大事であろうと思っております。 

 先ほど申し上げましたように、この医療の

病床の削減とかいうことではなくて、当然、

今後必要な医療機能というのは地域にとって

そのまま当然残すということになろうかと思

うんですが、今の病床のいわゆる機能分化と

か連携だとかという言葉を国は使っておりま

すが、当然、受け皿として、必要な介護であ

ったり、医療の施設、あるいはその在宅医療

の支援の強化とかいったものも充実していく

必要がありますので、そういった関係者ある

いはその関係機関の御意見、いろんな御心

配、御不安も含めて、この地域の部会でも議

論をしていくことになろうかと思っておりま

す。 

 先ほど申し上げました全医療機関の聞き取

り調査では、さまざまな御意見、御心配いた

だいておりますので、今後議論をする中で

は、地域の一般の方も含めたタウンミーティ

ング的な公聴会といいますか、意見をお聞き

する会も交えながら、検討の中でそういった

御意見を反映していきたいと思っておりま

す。 

 

○池田和貴委員 決められたスケジュールの

中で、県としては、これを策定していかなけ

ればいけないという時間的制約があって、ま

た、地震がありましたので、このスケジュー

ルも押して押していっているというふうに思

うんですね。そういった意味では、皆さん方

も大変だというふうに思うんですが、やっぱ

り、いわゆる医療の観点は非常に重要だと思

いながらも、私はいわゆる過疎地と言われる

地域には影響がかなり大きいんじゃないかと

いうふうに思うので、ぜひそういう観点は忘

れることなくやっていただきたいというふう

に思いますし、ここは厚生委員会ですから、

ここでお願いをしても、皆さん方はやっぱり

これに基づいてやるんですけれども、その他

の部分が、この影響をちゃんと理解をしてい
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ただくということが重要だと思うんですけれ

ども、部長、どうですか、その辺は。例え

ば、そのほかの部とかそういったところにそ

ういう話が出ているとか、そういう認識はあ

るんですかね。今の感想をお聞かせいただけ

ますか。 

 

○古閑健康福祉部長 池田委員が御指摘のよ

うに、今回、あくまでも地域医療構想という

ことで、地域の医療を中心とした構想を厚労

省の法律制定を踏まえながらやっているとい

うところなんですが、委員御指摘のように、

特に過疎地域等において、医療の占める割合

といいますか、地域に与える影響といいます

か、それが非常に大きいというのは御指摘の

とおりだと思いますので、ただ、そうはいい

ましてもというところで、いろんなさまざま

な影響等が――その地域の専門委員会で市町

村とかにも入っていただいて御意見はいただ

けるような機会は設けていますけれども、少

しその地域に与える影響そのものを、もう少

し広く捉えてとか、高い視点から見られるよ

うなところで観点としては持っていきたいと

いう部分はありますけれども、実際、この構

想に、じゃあ結果としてそれをどこまで、ど

ういう形で反映できるかまでは、ある程度国

のほうが示したパッケージでもありますの

で、そういう中で考えていきたいというふう

に考えておりますけれども。 

 

○池田和貴委員 じゃあ、要望ですが、ぜ

ひ、私は地元にいて、やっぱりいわゆる医療

関係の皆さん方の中ではこういう議論が出る

んですけれども、やっぱり首長さんとか議会

とか、そういったところではあんまりこの辺

に対しての意見なんか出ないんですよね。と

いうことは、やっぱり私が言った認識が間違

っているのか、私だけの危惧で終わるのか、

それともどうなのかというのが、ちょっとわ

からないというのもあるんですけれども、で

も、後で何やというふうにならないように、

やっぱりきちんとやっていただきたいという

ふうに思います。 

 スケジュールがあるのもわかってますし、

やらなければいけないということも理解はし

ているつもりでありますが、その行くプロセ

スの中で十分こういう議論があったというこ

とを伝えていただければ、私としては大変あ

りがたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、質疑を終了

したいと思います。 

 次に、その他で委員から何かございません

か。 

 

○ 委員 化血研の問題はまだ決着と

いうのはついてないと思うんですが、県がど

の程度関与していっているのか、その状況を

教えてください。 

 

○渡辺政策審議監 化血研の問題につきまし

ては、もともと発端としましては、化血研が

法に違反した製造を行っていたと、なおか

つ、それを隠蔽していたということで、厚労

省のほうから110日間の業務停止を受けてお

りまして、その際には、もともと、本来、許

可取り消し相当のことをやっているんであっ

て、それを踏まえて、将来的には化血研の名

前で製造を行わないことを前提とした体制見

直しを行うように、というふうな指導を受け

ております。 

 そういったことで、報道にありますよう

に、化血研のほうでは、事業の譲渡という形

でいろいろな交渉等をされているところでご

ざいますけれども、県といたしましても、一

方で、医薬品の製造販売業の権限も持ってお
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りまして、その処分権もありながら、地域の

経営ということもありますので、県といたし

ましては、事業譲渡等を進める中で、今ある

雇用、それから熊本の拠点としての本店機能

ですね、本社機能、それから、いろいろな人

材が集って研究開発する、そういった機能、

こういったものをぜひ維持、確保していただ

くような形で事が進むようにお願いしたいと

いうことで国のほうに申し入れておりまし

て、いろいろな動き等につきましては、国等

と連携しながら取り組んで、情報をいただき

ながら、必要な対応をしているところでござ

います。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。 

 

○ 委員 はい。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかにございません

か。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付いたし

ております。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 これをもちまして第４回厚生常任委員会を

閉会いたします。 

  午後０時12分閉会 
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